
 
 

付 議 第 ４ 号 

 

 

病弱特別支援学校建築主体工事請負契約の締結に関する議案 

     に係る意見聴取に関する議案 

 

 

 平成 31 年 2月高知県議会定例会提出予定の別紙議案に係る地方教育行政の 

組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162 号）第 29条の規定に基づく 

高知県知事からの意見聴取に対し、適当であると認めることについて、議決を 

求めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 高知県教育委員会事務委任等規則（平成 4 年教育委員会規則第１号） 

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。 

  （５）教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。 



 

１ 

病弱特別支援学校建築主体工事請負契約の締結に関する議案説明 

 

病弱特別支援学校建築主体工事を施行するための請負契約の締結について、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第96条第１項第５号及び高知県契約条例（昭和39年高知県条例第

２号）第２条の規定により、県議会の議決を求めるものである。 

 

別紙１ 



 

２ 

 

第   号 

 

病弱特別支援学校建築主体工事請負契約の締結に関する議案 

 

病弱特別支援学校建築主体工事請負について、次のとおり契約を締結する。 

 

平成31年２月 日提出 

 

高知県知事 尾﨑 正直 

 

１ 工事名  

病弱特別支援学校建築主体工事 

２ 契約の方法 

  一般競争入札 

３ 契約金額 

  987,120,000円 

４ 契約の相手方 

  高知市九反田５番８号 

   新進・勝賀瀬特定建設工事共同企業体 

５ 完成期限 

  平成32年６月11日 

 

別紙２ 




